
は じ め に

バングラデシュにおけるヒンドゥー人口は，

２００１年の国勢調査に従うと，約１１３８万人を数え

る（注１）。これは，全人口の９０％を占めるイスラ

ーム教徒に対して９．２％を占めている。ところ

で，パキスターンが英領インドから分離独立し

た後の東ベンガルでのヒンドゥー比率は２２％を

超えていた。このことは単純に計算すると，分

離独立の１９４７年から約５０年の間に，国民の約１

割が�失われたヒンドゥー教徒�として，国内

から消失したことを意味している。

１．ヒンドゥー人口の流出

表１は，国勢調査に基づいた過去１００年間の

宗教別人口の推移である。特にヒンドゥー人口

の減少比率を見ると，継続的な減少率を示して

いることがわかる。１９６４年から９１年までの宗教

別の出生率と人口増加率に基づく最近の推計に

よると，ヒンドゥーの国外流出がなかったと仮

定した場合，９１年には約１６５０万人のヒンドゥー

が存在することが統計的に予測される［Barkat

and Zaman１９９８］。すなわち，この２７年間だけ

でも，５３０万人という大きな人口集団が�失わ

れた国民�を構成していることになる。ヒンド

ゥーは，歴史的に教育水準の高い指導的な階層

を多く含んでいた。従ってこれは，国家的なレ

ベルでの人的資源の大きな喪失と言うべきだろ

う。この人口流出を平均すると，１年に２１万４６２０

人。１日に５８８人もの人口流出が今日までも続

いていることになる。１０００万人とも言われる難

民を出した，１９７１年の独立戦争では，多くはそ

の後，国内への帰還を果たしている。しかし，

今日まで続いているこの人口流出の問題は，特

定の騒乱によって引き起こされた�難民�では

なく，日常的な法的・社会的・心理的な様々な

圧力から恒常的な人口の流出を来している点で，

より深刻な問題が潜んでいると考えられる。

本稿は，このようなヒンドゥーの人口流出の

背景を，南アジア社会に固有の社会的・歴史的

な背景を持つ問題として考察する。当然のこと

ながら，人口稠密な低開発国として，バングラ

デシュは全体として先進国への人口移動の潜在

圧力を備えている。しかし，このような流出す

るヒンドゥー人口は，�１宗教間の法的整合性の
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問題などの国内の政治的・社会的問題にさらさ

れ，�２隣国インドに，その多くの人口が吸収さ

れるという地理的・文化的な背景を持ち，�３イ

ンドの宗派暴動に対応する報復暴動の発生など

南アジアの歴史的・宗教的な背景を持つ点で，

単純な出稼ぎ圧力とは異なる背景が潜んでいる。

ところで，本稿でこのような宗教的マイノリ

ティ問題を論じるのは，単にこれがバングラデ

シュのヒンドゥー社会に固有の問題だからでは

ない（注２）。むしろこの問題は，他のマイノリテ

ィ集団にも対応すると同時に，後に述べるよう

にムスリム社会にも共有される問題として，バ

ングラデシュの国民統合と宗教政策を展望する

上で，重要な課題を投げかけていると考えられ

るのである。次に，この点についてより詳しく

検討したい。

２．問題の所在

英領インドの一角をなしていたかつてのベン

ガル地方は，社会の指導層の多くをヒンドゥー

が独占していた。当時のヒンドゥーは，在地領

主層を占め，イギリス留学を含めた高等教育を

享受し，弁護士や医師などの多くの専門職の担

い手であった。同時にこのようなエリート・ヒ

ンドゥーたちは，インドを独立に導く民族運動

の指導者を輩出し，政治的主導権も握っていた。

逆にこのような状況は，ムスリムの指導層にと

って，政治的社会的な脅威として受け止められ，

�ムスリム社会の後進性�という自覚を生み出

した［Ahmed１９８１；Chatterji１９９５など］。その

結果，ムスリム・エリート層の，社会進出の機

表１ バングラデシュの宗教別人口・人口比率の推移（含む，英領インド／東パキスターン時代）
（単位：千人，％）

年 総人口
ムスリム
（比率）

ヒンドゥー
（比率）

ヒンドゥー
の減少比率

仏教徒
（比率）

キリスト教徒
（比率）

その他１）

（比率）

１９０１ ２８，９２７ １９，１１３（６６．０７） ９，５４５（３３．００） ―（ ― ） ―（ ― ） ２６９（０．９３）

１９１１ ３１，５５５ ２１，２０２（６７．１９） ９，９５２（３１．５４） １．４６ ―（ ― ） ―（ ― ） ４０１（１．２７）

１９２１ ３３，２５４ ２２，６４６（６８．１０） １０，１６６（３０．５７） ０．９７ ―（ ― ） ―（ ― ） ４４２（１．３３）

１９３１ ３５，６０４ ２４，７３１（６９．４６） １０，４５３（２９．３６） １．２１ ―（ ― ） ６１（０．１７） ３５９（１．０１）

１９４１ ４１，９９９ ２９，５０９（７０．２６） １１，７４７（２７．９７） １．３９ ―（ ― ） ５３（０．１３） ６９０（１．６４）

１９５１ ４１，９３３ ３２，２２７（７６．８５） ９，２３９（２２．０３） ５．９４ ３１９（０．７６） １０７（０．２６） ４１（０．１０）

１９６１ ５０，８４０ ４０，８９０（８０．４３） ９，３８０（１８．４５） ３．５８ ３７４（０．７４） １４９（０．２９） ４７（０．０９）

１９７４ ７１，４７８ ６１，０３９（８５．４０） ９，６７３（１３．５３） ４．９２ ４３９（０．６１） ２１６（０．３０） １１１（０．１６）

１９８１ ８７，１２０ ７５，４８７（８６．６５） １０，５７０（１２．１３） １．４０ ５３８（０．６２） ２７５（０．３２） ２５０（０．２９）

１９９１ １０６，３１４ ９３，８８１（８８．３１） １１，１７８（１０．５１） １．６２ ６２３（０．５９） ３４６（０．３３） ２８６（０．２７）

２００１２） １２３，８５１ １１１，０７９（８９．６９） １１，３７９（９．１９） １．３２ ８４０（０．６８） ３５７（０．２９） １９８（０．１６）

（出所） Census Report 2001. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statisticsの資料から筆者作成。
（注）１）�その他�には，仏教徒とクリスチャンを含む場合がある。
（注）２）Population Census 2001. National Report（Provisional）, 2003, pp.65―69, Bangladesh Bureau of Statistics

による。なお，Provisional Tables of Household Expenditure Survey（weighted）, Percentage Distribu-

tion of Household According to Religion, 2000では，National Levelのムスリム・ヒンドゥー比率の推計
値は，９０．７２％対８．６４％となっている。
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会を求めた教育や雇用，政治参加での要求が高

まり，最終的にそれはパキスターン運動に集約

して行くのである。１９４７年の印パ分離独立では，

多くのヒンドゥーがインド側への移住・定着を

果たし，その空白を埋める形でムスリム人口が

社会の中核を担うことになった。東パキスター

ンに留まったヒンドゥーは，それでもなお弁護

士や医師などの専門職や農村部の在村地主とし

て，その優位性を維持する余地が残されていた。

しかし，その後のバングラデシュの独立や新生

国家での雇用の拡大，ムスリム社会への公教育

の浸透によって，今日では公職・専門職におけ

る両宗教の比率は，まったく逆転した状況に至

るのである。

バングラデシュの宗教的マイノリティ団体で

ある，�ヒンドゥー教徒・仏教徒・キリスト教

徒統一協議会�（Bangladesh Hindu Buddhist Chris-

tian Unity Council．略称は�統一協議会�。宗教的

マイノリティの権益を政府へ働きかける圧力団体

であるが，その政治的力量には後述のような様々

な限界がある）の１９９８年の年次大会において，

統一協議会の事務局長は，次のように述べてい

る。�宗教的マイノリティに対する不平等や差

別，そして抑圧や暴動が強まっています。その

結果，何百万人もの宗教的マイノリティは，国

を捨てることを余儀なくされているのです�

［Bhaumik１９９８］。そしてその背景を，具体的に

は次の４つの事実に求めている。すなわち，�１

雇用や政治参加におけるマイノリティへの差別。

�２敵性資産法（Enemy Property Act．後述）の

存在。�３憲法などに見られる法的・社会的不平

等の存在。�４宗教的マイノリティに対する様々

な暴動や抑圧への不安である。

このような問題は，個別の問題として指摘さ

れることはあっても，その全体像を検討する議

論は，これまで十分にはなされていない（注３）。

というのも，例えば雇用の問題を見ても，慢性

的な雇用不足は，貧富の差を問わず，農村部に

も都市部にも共通する問題として指摘される。

その点だけを捉えると，確かにマイノリティの

みが失業問題を抱えているわけではないと言え

る。しかし，後に検討するように，結果におけ

る雇用の不平等は，特定のコミュニティの社会

的後進性に還元されるのではなく，バングラデ

シュ社会に広く共有される構造的な問題に根ざ

していると言えそうである。もしそうであるな

らば，このことは宗派暴動の際に繰返し表明さ

れる社会的・心理的不安もまた，治安組織など

の社会制度が抱える問題として，あるいは国民

意識の醸成という公教育が担う課題の一部とし

て，さらには法体系における万人の平等の原則

との整合性の問題としても理解が可能となるだ

ろう。すなわち，ここで結論を先取りして言え

ば，バングラデシュの宗教的マイノリティの問

題は，単なるマイノリティの固有の問題に還元

されるのではなく，むしろ今日のバングラデシ

ュ社会の様々な領域に見られる不均衡な構造が，

国内のマイノリティ問題として，先鋭な形で現

われているものとして理解できるのである。つ

まり，本稿でマイノリティ問題が扱われるのは，

この問題がバングラデシュ社会で共有されるべ

き将来の重要な課題の一部を構成していると考

えられるからである。

以下では，初めに今日の宗教的マイノリティ

が置かれた現状を明らかにし，これらの問題に

対応する様々なマイノリティ団体を検討する。

次いで，ヒンドゥー団体による政府に対する要

求項目を検討することで，今日のヒンドゥーを
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中心としたマイノリティ社会が直面する問題を

明らかにする。最後に，人口の流出の背景にあ

るマイノリティ社会の現状を明らかにし，同時

にマイノリティ団体が志向する新たな動きを，

今日の南アジアの宗教的ナショナリズム運動に

位置づけて検討する。

Ⅰ マイノリティ問題の現状

バングラデシュにおけるヒンドゥー・マイノ

リティの現状を，紙幅の都合から次の４点に絞

って概観する。すなわち，�１雇用構造，�２土地

法，�３憲法，�４社会的・心理的不安の問題であ

る。

１．雇用におけるマイノリティ問題

１９９１年のロンドンでのシンポジウムで，統一

協議会の議長はマイノリティが抱える雇用や政

治参加における不平等を強調した（注４）。例えば，

国家公務員におけるマイノリティの雇用比率は，

表２のようである。この表は端的に，マイノリ

ティの公的機関における雇用率の低さを物語っ

ている。１９９１年の国勢調査では，宗教的マイノ

リティはおおよそ人口の１２％を占める一方で，

一般職の雇用においては３～５％を占めるとい

うここでの推計結果は，公的雇用での不均衡を

示している。さらに，表３，表４に掲げた国軍，

および警察官における雇用構造を見ると，組織

内での官職の地位が高くなるにつれて，マイノ

リティの比率が低くなっている。これは雇用機

会と同時に，内部昇進などの雇用構造における

不均衡をも示している。軍の政治的な影響力の

大きさと治安を保障する警察機構の役割から，

これらの雇用傾向は，マイノリティの社会的な

位置づけに大きな影響を与えるものと考えられ

表２ 国家公務員における宗教的マイノリティの
比率 （単位：人，推計％）

全体数
宗教的マ
イノリティ

＜上級職員＞ （％）

Secretary ４９ ―

Additional Secretary ２６ ―

Joint Secretary １３４ ３

Deputy Secretary ４６３ ２５

Excise & Customs Officials １５２ １

Income Tax Officials ４５０ ８

＜一般職員＞ （％）

Class I and Class II Officers ５８，４０５（３～５）

Third and Fourth Class Em-
ployees

６，９６，０００（３～５）

Class I in Autonomous Bodies ４６，８９４（３～５）

Class II in Autonomous Bodies ３１，００１（３～５）

Class III in Autonomous Bodies １５１，３０５（３～５）

Class IV in Autonomous Bodies １３９，２０８（３～５）

（出所） Communal Discrimination in Bangladesh: Facts and

Documents. Dhaka: Bangladesh Hindu Buddhist

Christian Unity Council. 1993. p.8.

表３ 国防軍における宗教的マイノリティの比率
（単位：人）

全体数
宗教的マ
イノリティ

Major General ２２ ―

Brigadier ６５ ―

Colonel ７０ １

Lieutenant Colonel ４５０ ８

Second Lieutenant/Lt. ９００ ３

Major １，０００ ４０

Captain １，３００ ８

合計 ３，８０７ ６２

（出所） Communal Discrimination in Bangladesh: Facts and

Documents. Dhaka: Bangladesh Hindu Buddhist

Christian Unity Council. 1993. p.7.
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る。このような傾向を，より近年の資料から裏

づけてみたい。

表５，表６は，それぞれ国立ダッカ大学教員，

最高裁判所弁護士会構成員における宗教別比率

を集計している。いずれも，公的機関でありな

がら比較的独立性の高い組織である（注５）。英領

期には，国立大学における教員の雇用比率はヒ

ンドゥーが高かったが，この集計結果は，それ

がまったく逆転していることを示している。弁

護士会の構成員を見ると，やはりかつての状況

から大きく変化したことを示している。

このような傾向を対比的に裏づけるために，

民間部門での雇用機会を検討してみたい。バン

表４ 警察庁における宗教的マイノリティの比率
（単位：人）

全体数
宗教的マ
イノリティ

Inspector General（IG） １ ―

Additional IG ６ ―

Deputy IG １８ １

Deputy Superintendent Police
/Additional SP

８７ ２

SP/Assistant IG １２３ １０

Assistant SP/Assistant Com-
missioner

６３５ ４０

Ordinary Police ８０，０００ ２，０００

（出所） Communal Discrimination in Bangladesh: Facts and

Documents. Dhaka: Bangladesh Hindu Buddhist

Christian Unity Council. 1993. p.7.

表５ ダッカ大学における宗教別教員の比率 （単位：人）

ムスリム ヒンドゥー 仏教徒 キリスト教徒 全体

教授 ３９６ ２５（５．９％） ３（２）＊ ― ４２４

準教授 ２３１ １５（６．０％） １ １ ２４８

助教授 １７３ ９（４．９％） １ ― １８３

講師 １４６ １１（７．０％） １ ― １５８

助手など １０ ― ― ― １０

合計 ９５６ ６０（５．９％） ６ １ １，０２３

（出所） Dhaka Bishwabidyalay Nirbscane Angshagrahanjogya Shikhsakder Namer Talika. 1999より

筆者作成。

（注） ＊かっこ内はチャクマ仏教徒の数。

表６ 最高裁判所弁護士会における宗教別構成員の比率 （単位：人）

階層構成＊ ムスリム ヒンドゥー 仏教徒 キリスト教徒 総計

２つ星弁護士 ４０ １（２．４％） ― ― ４１

１つ星弁護士 １４２ ４（２．７％） ― ― １４６

弁護士 １，７７４ ９２（４．９％） ２ ４ １，８７２

合計 １，９５６ ９７（４．７％） ２ ４ ２，０５９

（出所） List of Members: Bangladesh Supreme Court Bar Association. Dhaka. 1999より筆者作成。

（注） ２つ星は，上級弁護士（Senior Advocate）とされ，最高裁控訴審担当となる。
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グラデシュ最大の非政府組織（NGO）である

BRACの，ある女性活動員養成プログラムを

検討すると，４４名の実習生のうち，ヒンドゥー

教徒は１４名（３１．８％）という結果になった（注６）。

このことは，政府部門との対照的な雇用比率を

予想させる。そこで代表的な NGOである，プ

ロシカ（Proshika）の全職員の宗教別帰属比率

を検討したものが表７である（注７）。ここでは，

ヒンドゥーの雇用比率が非常に高いことが指摘

できる。一般に多様なコミュニティとの接触が

多い村落活動員や看護師などには非ムスリムの

就業率が高いことが知られている。同時に，も

ともと公共部門での雇用機会には将来が見出せ

ず，公共性が高い非政府組織に人材が集中する

という傾向も，その背景として指摘できる。分

離独立当時，多くのヒンドゥーが国内に留まっ

た理由として，農村部での土地所有と同時に都

市部での専門職における雇用維持があった。逆

に，今日の雇用の現状は，ヒンドゥーの若者に

とって，国内での雇用への期待可能性の低さを

示すものになっている。

２．土地法を巡る問題

土地を巡る抗争の熾烈なバングラデシュでは，

法的な位置づけの不安定なヒンドゥーの資産は

特にその標的に遭いやすく，生活基盤を脅かす

ものとなっている。特にマイノリティ問題を巡

る最大の政治的争点が，いわゆる�敵性資産

法�（Enemy Property Act）と呼ばれる土地法

であった。１９６５年９月の第２次印パ戦争で非常

事態を宣言したパキスターン政府は防衛条例を

公布し，�敵性�と認められたヒンドゥーの地

所を強制的に接収する（注８）。戦争はすぐに米英

の圧力によって停戦し，１９６９年９月６日に正式

に非常事態宣言が解除される。しかし，政府は

その同日に�敵性資産法�を成立させることで，

この非常事態下の時限条例を，平時においても

継続させたのである。１９７１年の独立以降，資産

を移管したバングラデシュ政府は，７４年の条例

で同法の名称を�接収資産法�（Vested Property

Act）に改める（注９）。しかし，ひとたび地籍原

本に�敵性�の烙印を押された土地をヒンドゥ

ーが回復することは困難を極め，インドへ移住

すると見なされる人々への恣意的な適用を招く

こととなった（注１０）。１９８４年にエルシャド大統領

は，以後の政府の土地収用を認めないという政

令を出すが，このことは端的に土地の収用が継

続していた事実を物語っている。そして，２００１

年４月の法改正までは，このエルシャド政令の

徹底が統一協議会による政治的要求となってい

たのである。このことは，�憲法の平等規定と

矛盾する�法律が，長くヒンドゥーの生活基盤

を脅かす要因となっていたことを示している

［Barkat２０００，２３］。農村部のヒンドゥーは多く

の土地所有層を抱えているが，近年の推計によ

表７ プロシカにおける宗教別職員の比率 （単位：人）

ムスリム ヒンドゥー キリスト教徒 仏教徒 全体

専任スタッフ ４，０８９（８１．５％） ８０７（１６．１％） ３３ ９０ ５，０１９

プロジェクト・スタッフ １，５１０（８１．６％） ３１２（１６．９％） １０ １９ １，８５１

職員合計 ５，５９９（８１．５％）１，１１９（１６．３％） ４３ １０９ ６，８７０

（出所） プロシカ・ダッカ本部人事課での聞き取りから筆者作成。
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れば，全ヒンドゥー世帯の約３割がこの土地法

による直接的な被害に遭い，その地所の約２０％

が失われたと考えられている［Barkat et al .

１９９７，４］。

２００１年４月に，当時のアワミ連盟政権は，選

挙公約に従って１９７４年の接収資産法を廃止した。

このことは，統一協議会による長年の働きかけ

の成果と言える。しかし，たとえ法律が廃止さ

れても，継続的な国内での居住証明をヒンドゥ

ーに課していることなどの返還規定の制約と，

すでに地域の有力者に占有されている地権の回

復は実際には困難が多いことなどから，�その

実効性は疑わしい�と指摘されている［Hasan

２００１］。

３．憲法とイスラーム

バングラデシュの独立は，当時の東パキスタ

ーンの人々が，宗教の違いを超え，共に血を流

すことによって勝ち取ったものであった。１９７２

年に制定されたバングラデシュ憲法は，そのた

め国家原則として，ナショナリズムとともに，

セキュラリズム（非宗教主義）の理念を掲げて

いた。しかし，長期軍政やクーデターなどの国

内の騒乱やイスラーム諸国との関係改善につれ

て，セキュラリズムに代わりイスラームの理念

が強調されるようになる（注１１）。ジアウル・ラフ

マン政権（１９７５～８１年）の１９７７年４月には，憲

法からセキュラリズムに関する条項が削除され，

冒頭にイスラームの祈りの言葉が挿入される。

さらにエルシャド政権（１９８２～９１年）は，イス

ラームを政策の重要課題に据え，宗教教育の重

視など一連の宗教政策を実施した。とりわけ，

１９８８年６月７日には憲法を改正し，イスラーム

をバングラデシュの国教（rashtriya dharma）と

するのである。

このような事態に対するマイノリティ側の対

応としては，１９７９年には憲法改正に対する知識

人の抗議運動が組織された［Sen１９９４］。特に，

エルシャド政権のイスラーム国教化については，

憲法の平等規定とも矛盾し宗教的マイノリティ

を事実上の�２級市民�にするものだという反

発を招くことになった。１９８８年５月には，国教

化政策に危機感を抱いた人々によって，前述の

統一協議会も創設された。野党の強い反対にも

かかわらず実施されたイスラームの国教化は，

そのため�多数派の論理�の帰結と見なされ，

独立の理念に期待した多くのマイノリティに失

望をもたらすことになった。特に次節で検討す

るように，人口流出をさらに促進する要素と見

なされてゆくのである。

ところで，佐藤（１９９０，１１１―１２０）によれば，

エルシャド政権による一連の宗教政策は，農村

部のイマーム支持層や新興スーフィー教団の

担い手，イスラーム協会（Jamaat-e-Islami Bang-

ladesh）などの，国内の多様なイスラーム勢力

を分断し，自らの政権基盤に組み入れる意図が

あった。このような観点から，エルシャド政権

のヒンドゥー政策を見ると，興味深いことにそ

こには同様の構図を指摘することができるだろ

う。すなわち，前述の敵性資産法への政令のほ

か，ヒンドゥー学生への奨学金供与や雇用への

部分的な優遇策などに，ヒンドゥーへの懐柔，

分断の意図が窺える。この問題は，後に取り上

げるヒンドゥー福祉基金（Hindu Kalyan Trust）

で再び検討する。

４．社会的・心理的な不安

社会不安を背景とした人口流出は，マイノリ

ティ側の主観的な要因が強く，統計的な実数と

して論じることが困難である。新聞・雑誌報道
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などは連日様々な暴行事件を報じているが，巷

間しばしば語られる脅迫，襲撃，放火，婦女子

へのレイプ，誘拐などは，決してマイノリティ

にのみ頻発しているわけではない。しかし，明

確な暴動や犯罪でなくとも，日常生活を営むヒ

ンドゥー家族が，ある日突然に村から姿を消し

てしまうという話には事欠かない（注１２）。ここに

は，明示しにくい社会への不信感や不安といっ

た心理的な要因が，その背景になっていること

が指摘できる。このような社会不安は，もちろ

んムスリム・ヒンドゥーのどちらからも聞くこ

とができる。しかし，�いざ事が起きたら，マ

イノリティである私たちは，この国にいる限り

必ず不利な状況に直面する�という声は，もっ

ぱらヒンドゥーから聞かれるものである。つま

り，社会不安が広く共有されるとしても，その

脅威をより敏感に受け止めるのは常に社会的弱

者であるという普遍的な問題が指摘できるだろ

う。ここでは以上の前提を踏まえることで，

問題の根深さを象徴する２つの事件を紹介す

る（注１３）。これらの事件から窺えるのは，憲法改

正のもたらしたものが，単なる法体系の整合性

という問題に留まらない，人々の日常的な意識

に及ぼした社会的・心理的な影響であろう。

�１１９８８年９月４日，クミッラ県のラクシャム

郡の B村に住む中学校３年の娘 Aは，近隣の

ムスリム青年 Bの率いる暴徒によって誘拐さ

れた。父親がその事件を警察署に告訴すると，

暴徒たちは自ら父親の家に現われ，次のように

脅迫した。�この国に住む限り，このような事

件が起きるのは当たり前だ。お前たちが我慢す

るべきだ。それが嫌ならこの国からさっさと出

て行くことだ。そうしたら，娘を返してやろ

う�。

�２クミッラ県のダウッドカンディ郡の A村

でのこと。１９８９年２月８日の夜明け前に，ヒン

ドゥー集落を，突然近隣のムスリムが集団で襲

撃した。この襲撃に際して彼らは，�政府はイ

スラームを国教に定めた。だから，この国に住

み続けたいのならイスラーム教徒にならなけれ

ばならない�と宣言した。ヒンドゥー農民の各

家を略奪すると，家に火を放ち，寺院を破壊し

た。家々を襲撃し，婦女子が連れ去られた。

Ⅱ ヒンドゥーの政治参加

バングラデシュのヒンドゥー人口は，チッタ

ゴン丘陵地帯などに集住する少数民族とは異な

り，国内のほとんどの地域に分散し居住してい

る。このことは，元来，ヒンドゥーとムスリム

は，地域社会で隣り合わせに共存してきたとい

う歴史的経緯を反映している。ところでこのこ

とは，皮肉にも現在ではヒンドゥー教徒の権益

を代弁する政治的勢力の構成を，極めて困難に

しているのである。ここでは，前述のようなマ

イノリティ問題の背景となっている，ヒンドゥ

ーの政治参加の現状を検討する。

そもそも，１９５４年の東ベンガル州選挙では，

宗教別人口に従った分離選挙が実施され，３０９

議席中非ムスリムは７２議席を確保した［Kabir

１９８０，４４―６０］。これは議席数では２３％を超えて

いる。その後，より世俗的な選挙制度を求めた

ヒンドゥー側の提案によって，この分離選挙は

撤廃され合同選挙が実施されるようになった。

その結果，皮肉なことに以後の国会選挙におい

ては，ヒンドゥーにとっては常に人口に比して

わずかな議員しか当選できない状況が続くので

ある。すなわち，ほとんどの選挙区において，
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ヒンドゥーとムスリムは混住しており，どのよ

うな有力議員であっても，絶対多数のムスリム

選挙民による支持なくしては，当選できないの

である。このことは，独立以後の過去８回の国

会選挙におけるマイノリティ議員の当選状況を

まとめた表８からも明らかである。常に１０名前

後の当選者というのは，全国会議員の約３％と

いうことになる。しかもこれは，最近まで非ベ

ンガル人選挙民が過半数を占めたチッタゴン丘

陵地帯の３つの選挙区と，政党によって指名さ

れる３０名の女性留保議席の議員を含んでおり，

一般選挙区におけるヒンドゥー議員の比率はさ

らに低いものとなる。

その結果，たとえ有力なヒンドゥー議員であ

っても，政治的な争点として宗教的な問題に触

れることはタブーとなっている。言い換えると，

いかなるヒンドゥー議員も，少数のヒンドゥー

支持者よりも，より多数のムスリムの支持がな

ければ，政策決定ができないのである。実際，

国会議員総覧においても，チッタゴン丘陵地帯

の議員が少数民族に関わる権益に言及するのと

異なり，ヒンドゥー議員がヒンドゥーの権益に

直接に言及することはない［Manajur-E-Maola

１９９１］。組織的な基盤の弱いヒンドゥー候補は，

常に政党の一員としての忠誠を示さなければ，

党の公認さえも得ることが難しい。その上，ヒ

ンドゥーであること自体がバングラデシュ社会

ではスティグマと見なされ，対抗馬にイスラー

ム団体系の候補者が擁立されることで，宗教的

出自を政治争点に持ち込まれてしまうことも多

い。

このようなことから，ヒンドゥーの政治参加

は，必ずしもヒンドゥー勢力の政治への参加を

意味しない。ヒンドゥーの権益に関わる主張を

代弁するためには，非政治的な文化団体や宗教

団体，そして政党組織の周辺で活動するマイノ

リティ団体の活動を通して，既存の政党に働き

かけることが早道とされるのである（注１４）。そこ

表８ 国会選挙における総議員数と宗教的マイノリティ議員の人数
（単位：人）

国会選挙 年 総議員数 宗教的マイノリティ

第１次 １９７３ ３１５ １２

第２次 １９７９ ３３０ ８

第３次 １９８６ ３３０ ７

第４次 １９８８ ３３０ ４

第５次 １９９１ ３３０ １１

第６次 １９９６（２月１５日） ― ―

第７次 １９９６（６月１２日） ３３０ １４

第８次 ２００１ ３００＊ ６

（出所） Moral（２００１）および List of the Member of Parliament at a Glance. Bangla-

desh Election Commission. 2001.

（注） ＊２００１年については，ヒンドゥー議員を含めた，女性の留保議席３０名への指
名は行われていない。
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で次に，宗教的マイノリティに関わる様々な団

体を概観する。

Ⅲ ヒンドゥー団体の現状

宗教的マイノリティの現状に対して，様々な

団体がその問題への対応を図っている。特に既

述の統一協議会は，ヒンドゥーにとどまらず，

仏教徒，キリスト教徒を含めた非ムスリム国民

の権益を代弁する組織として，政府に対する圧

力団体となっている（注１５）。具体的な活動として

は，国内の宗教的マイノリティに対する様々な

事件の情報を収集し，一般への啓発や時の政権

への陳情を行い，一定の譲歩を政府から引き出

している。しかし，今のところ全国の１０００万人

を超えるマイノリティの権益を代弁する組織を

構成するには至らず，また実質的にはアワミ連

盟党の支持団体と見なされ，政権交代などに対

する政治戦略も持たないため，その政治的力量

は非常に限られたものに留まっている。

次に取り上げるのは，特にヒンドゥーに関す

る団体として重要なものである。すなわち，数

少ないヒンドゥーのための政府系機関として，

�ヒンドゥー福祉基金�が挙げられる。また，

ヒンドゥーの宗教的・社会的な権益に関わる団

体として，�バングラデシュ祭祀振興会議�（Bang-

ladesh Puja Udjapan Parishad），�ロムナ・カリ

女神寺院振興会議�（Ramna Kali Mandir o Anand-

may Ma Ashram Udjapan Parishad），�バングラ

デシュ・サンスクリット協会�（Bangladesh San-

skrit Samiti）などが挙げられる。このうちサン

スクリット協会は，バラモン知識人によって組

織され，公教育におけるサンスクリット語教育

の充実や，国立サンスクリット大学の設置を提

唱している。また，市清掃局の清掃部門の担い

手として知られる指定カーストを中心とした団

体として，�バングラデシュ指定カースト連

盟�（Bangladesh Scheduled Caste Federation）が

ある。さらに，ベンガル・ヒンドゥーの近代に

おける復興運動を担った�ラーマクリシュナ・

ミッション�（Ramkrishna Mission），アメリカ

に拠点を持つ�国際クリシュナ意識協会�（IS-

CON），インド側にも多くの信徒を持つ�聖者

ロークナート・ブラフマチャリ修道院�（Shri Shri

Loknath Brahmacari Ashram）などのヒンドゥー

系宗教団体は，海外でその名が知られることに

よって，国内でも一定の発言力を確保するに至

っている。これらの中から，その役割の重要性

から，以下の３つの団体についてより詳しく検

討する。

１．ヒンドゥー福祉基金

ヒンドゥー福祉基金は，仏教徒福祉基金とと

もに，エルシャド政権によって１９８３年に創設さ

れた（注１６）。１９８２／８３年は，イスラーム財団が大

きな予算を割当てて，イマーム訓練プログラム

を開始した時期に当たる［佐藤１９９０，１３０］。ヒ

ンドゥー福祉基金の主要な役割は，各地のヒン

ドゥー寺院の補修や再建，周辺施設の整備や祭

祀の振興のための補助金の交付である。表９は，

表９ ヒンドゥー福祉基金の予算の執行実績
（単位：タカ）

費目 金額 （％）

寺院の再建，補修などの費用 ３９，６５４，１４０ ６４．８

祭礼の振興のための費用 ９，５５２，５００ １５．６

経済的な困窮者への援助の費用 １，７６４，８００ ２．９

基金の人件費・維持費など １０，２４５，３７０ １６．７

合計 ６１，２１６，８１０ １００

（出所） ヒンドゥー福祉基金の公式記録より筆者作成。
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福祉基金が設立された１９８３／８４から９６／９７会計

年度までの予算遂行実績である。寺院の補修や

再建のために費やされた費用が全体の６５％を占

め，次いでドゥルガ女神祭祀などの祭礼への補

助が１６％になる。表１０は，年度別の補助金交付

件数の推移である。この表では，特に１９９３年の

突出が目立つ。これは１９９２年１２月の宗派暴動で

破壊された寺院への補修費用に当たる。バング

ラデシュ全土には２万以上のヒンドゥー寺院が

あるとされるが，基金の予算規模は国内の寺院

全般を対象とするものには程遠く，有力な支持

者のいる寺院に対する補助金の分配という性格

が窺える（注１７）。

ところで，ヒンドゥー福祉基金の年次予算は，

年度ごとに配分される宗教省の開発予算とは別

枠の，基金（trust）から見込まれる利子を財源

としている。そのため，当初は２０００万タカで創

設された基金は，政権がヒンドゥー社会への対

応が必要となる時に任意に増額されてゆく。１９９２

年の宗派暴動への対策として，カレダ政権では

４０００万タカが上積みされた。１９９９／２０００年には，

約７０００万タカが基金の原資となり，この運用益

から寺院補修に約５４０万タカ，ドゥルガ女神祭

祀に約３５０万タカが支出されている（注１８）。

２．バングラデシュ祭祀振興会議

祭祀振興会議は，１９７８年のダッカ祭祀委員会

に遡る，ヒンドゥー祭祀を統括する団体であ

る（注１９）。現在では，各県の祭祀委員会を統括す

る中央委員会を持ち，バングラデシュ各地の祭

祀振興会議を掌握する。特に，人出の多いドゥ

ルガ女神祭祀の運営を管理し，祭礼の治安維持

や神像巡幸の警備を，警察当局と協力して行う。

また，振興会議が毎年の大会で決議する要求項

目などを通して，ヒンドゥー教徒の権益に関わ

る要求を政府に陳情する圧力団体になっている。

その組織構成員は，C・R・ドットをはじめと

して，統一協議会のヒンドゥー成員と重なって

いる。ここでは，ヒンドゥー教儀礼の運営や寺

院寄進地の違法な占拠の阻止など，特にヒンド

ゥー社会に関わる権益を代弁するものとなって

いるが，その要求項目については後に詳しく検

討する。

３．ロムナ・カリ女神寺院振興会議（注２０）

ロムナ・カリ寺院は，ムガル朝時代の建立と

される古い女神寺院である。官庁街の一等地で

ある，現在のロムナ公園の一角に建てられてい

た。この寺院は，１９７１年３月にパキスターン軍

によって破壊され，その際に，司祭をはじめ８５

表１０ ヒンドゥー福祉基金の年度別の補助金受領
件数の推移 （単位：件数）

会計年度 補助金受領の概数

１９８３／８４ ２０

１９８４／８５ ５２０

１９８５／８６ ５３０

１９８６／８７ ５００

１９８７／８８ ４９５

１９８８／８９ ４００

１９８９／９０ ３３０

１９９０／９１ ５８０

１９９１／９２ ８７０

１９９２／９３ ７５０

１９９３／９４ １，６８０

１９９４／９５ ５４０

１９９５／９６ ５５０

１９９６／９７ ９００

合計 ８，６６５

（出所） ヒンドゥー福祉基金の公式記録より筆者作成。
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人のヒンドゥーが虐殺される。しかし，寺院再

建のためと称してその土地を完全に更地にした

のは，独立後のバングラデシュ政府であった。

そのため，１９７３年に寺院再建の運動が組織され，

以来毎年，跡地での祭礼の執行やデモ活動が行

われている。１９８４年には当局によるロムナ公園

への入場阻止が行われるなど，寺院再建をめぐ

る政府との交渉や法廷闘争が続いている。古い

由緒を持つ寺院再建をめぐる動きは，インドに

おけるモスク破壊や寺院再建運動と同様に，政

府の宗教政策を占う試金石として，国内のヒン

ドゥーの注目を集めてきたのである。

Ⅳ ヒンドゥーの対応

独立後のバングラデシュは，非宗教主義的政

策からイスラーム・ナショナリズムを柱とした

宗教政策へと展開している。以下では，このよ

うなイスラームを中心とした宗教政策のもとで

の宗教的マイノリティの動向を，ヒンドゥー社

会の対応を通して検討する。初めに，ベンガ

ル・ヒンドゥーにとってその宗教性を自覚し表

出する重要な儀礼的機会である，ドゥルガ女神

祭祀の開催を検討する。

１．ドゥルガ女神祭祀の高揚

ベンガルのドゥルガ女神祭祀は，英領期に民

衆祭祀として発展を遂げ，インドの独立運動に

おいては民衆動員の役割も果たした。バングラ

デシュの祭祀振興会議による各地の女神祭祀の

統括は，そのような意味でのヒンドゥーを動員

する試みと位置づけられる。この女神祭祀は，

年間を通した最も重要なヒンドゥー文化の称揚

の機会であり，同時に各地の祭壇への不敬行為

や神像破壊などの状況が，その年のコミュナル

意識の度合いを測る機会ともなっている。表１１

は，祭祀振興会議が集計した，ダッカ市でのド

ゥルガ女神祭祀の件数の推移である。ここで興

味深いのは，ヒンドゥーの流出が報道されてい

る一方で，ダッカでのヒンドゥー祭祀の規模は，

年々増加の傾向を辿っていることである（注２１）。

このことは，表１２のように，ダッカ市のダケッ

ショリ女神寺院を主催するヒンドゥー団体の年

間予算の推移を見ても裏づけられる。このダケ

ッショリ寺院は，国立モスクに対応する国立の

ヒンドゥー寺院にすべきだという要求があるよ

うに，国内のヒンドゥーにとっての宗教文化の

拠り所と見なされている。そのためこの寺院の

毎年の女神祭祀では，時の首相による祭壇への

訪問やダッカ市の目抜き通りでの女神像の行進

など，バングラデシュ・ヒンドゥーにとっての

政治的なアピールの機会になっている。

例えば，１９９９年１０月の女神祭祀では，主催者

の招待に応じた当時のハシナ首相が祭壇を訪問

表１１ ダッカ市におけるドゥルガ女神祭祀の件数
の推移

年 祭祀の件数

１９８７ ８６

１９８８ ８９

１９９２ ９６

１９９４ ９２

１９９５ ９８

１９９６ １１８

１９９７ １１９

１９９９ １３４

２０００ １３９

２００１ １２８

（出所） Anjali. Mahanagar Sarbajanin Puja Kamiti.

Dhakaの各年度版より筆者抽出。
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し，最終日には文化大臣を先頭にした女神像の

行進が行われた。その行列には，統一協議会の

ヒンドゥー指導者が並び，年次決議の主張を掲

げた横断幕が掲げられた（注２２）。この行列は，歴

史的な意味を持つジョゴンナト・ホールや国立

殉難者祈念碑の前を通り，プレス・クラブ前を

抜け，政府合同庁舎前を通過した。女神像のこ

のような行進ルートは，明らかに様々な政党や

政治団体が行うデモ行進の形式に範を取ってい

る。すなわち，主催者にとってこの祭祀は，年

に一度の祭礼の機会を利用した数少ない政治的

なアピールの機会となっているのである。同時

に，政府や政党にとっても，祭壇への訪問やそ

の際に年中行事のように公表されるヒンドゥー

への補助金や懐柔策の表明，大統領官邸への要

人招待などによって，ヒンドゥーに対する寛容

さの表明と懐柔の機会となっているのである。

２．祭祀振興会議の要求項目

次に，すでに取り上げた祭祀振興会議の年次

大会で決議される要求項目を検討する。１９８７年

８月に，２０項目にわたるヒンドゥーの権益に関

わる要求項目が決議された。まず，この時に掲

げられた要求項目を，内容別に整理して提示す

る（注２３）。

＜儀礼行為に関わるもの＞

�１ドゥルガ女神祭祀を国家的な祭祀とし，４

日間の政府の公休日を割当てること。

�２クリシュノ神生誕祭を国家的な祭祀とし，

政府の公休日を割当てること。

�３ドウル・ジャトラ祭に政府の公休日を割当

てること。ショロッショティ女神祭祀に，公

教育の場での休日を割当てること。

�７寺院や祭礼の祭壇に対する，電気代・水道

代を免除すること。

�８ドゥルガ女神祭祀に際して，新聞に特集記

事の掲載を行うこと。

＜寺院・修道院に関わるもの＞

�５ダケッショリ女神寺院を国立寺院として整

備を進めること。その他の各地の寺院も整備

を進めること。

�６ロムナ・カリ女神寺院と聖母アノンド・モ

イ修道院の資産を返還し，再建すること。

�１０シタクンドゥ，ランゴルボンドなどの聖地

の整備と巡礼者のための便宜を図ること。

�１６パブナのヘマヤットプルなど，各地の修道

院の維持・整備を進めること。

＜敵性資産法・土地法＞

�４敵性資産法の撤廃。１９８４年６月２１日以降の

土地収用に関する政令を徹底すること。

�１１宗教的施設に関する係争事項については，

司法は裁定を留保せず，解決に努力すること。

表１２ ダッカ大都市圏祭祀委員会の年間予算の推
移 （単位：タカ）

年 年間予算支出

１９８６ １７３，２３１

１９８７ ２０３，１９１

１９９１ ５６８，７０８

１９９３ ２００，７６４

１９９４ ５８１，１１７

１９９５ ４３０，８３４

１９９６ ８０２，３０９

１９９７ ７９１，８７１

１９９８ １，０２８，２０８

２０００ １，７２９，８４４

２００１ １，７５５，５８２

（出所） Anjali. Mahanagar Sarbajanin Puja Kamiti.

Dhakaの各年度版より筆者抽出。
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また，寺院などの公共の寄進地については，

個人による恣意的な売却の阻止を徹底するこ

と。

＜生活習慣に関わるもの＞

�１２ダッカ市やバルア池の火葬場の整備を進め

ること。その他，各地の火葬場の維持・整備

を進めること。

�１３孤児院や病院，刑務所での給食に，ヒンド

ゥーの祭日に相応しい食事を提供すること。

＜教育に関わるもの＞

�１４教育機会における，宗教的不平等を撤廃す

ること。

�１５ダッカに国立のサンスクリット大学を設置

すること。また，各県ごとにサンスクリット

の教育機関を設けること。

＜その他＞

�１７１９８５年１０月１５日のジョゴンナト・ホールで

の天井落下事故に対して，国家的な追悼を行

うこと。

�１８祭祀振興会議の，これまでの提案事項を検

討すること。

�１９洪水などの被災者への援助を行うこと。

�２０ドゥルガ女神祭祀の祭日に，拘留中の政治

犯に人道的な見地から恩赦を与えること。

これらの要求項目を見ると，多くがヒンドゥ

ーとしての日常的，儀礼慣行的な要望に基づく

内容となっている。ドゥルガ女神祭祀の公休日

も，宗教的な儀式に留まらず親戚訪問や大掃除

の機会など，ベンガル地方の生活慣行としても

理解できる。教育における宗教的不平等も，こ

こでは学問の女神ショロッショティ祭祀の休日

といった，慣習的な問題となっている。しかし，

これらの要求項目は年々その数を増してゆき，

ヒンドゥーによる政治的な要求が，より踏み込

んだ形で明確になってゆく。憲法が改正された

１９８８年に加えられた新たな２項目の決議は次の

ようである。

�２１憲法における国教の規定を撤廃すること。

セキュラリズムの原則を取り戻すための民主的

な運動を起こすこと。

�２２ドゥルガ女神祭祀における，神像の破壊，

儀礼の妨害，不敬行為などに対して，適切な対

処がなされること。

ここには，エルシャド政権によるイスラーム

国教化への直接の対応が現われている。それと

ともに，各地の祭祀における，コミュナルな緊

張感への危惧が表明されていることが注目され

る。儀礼機会の確保という課題以上に，一部の

宗派的な妨害行為や不敬行為に対する強い懸念

が現われている。ここには，憲法改正が，日常

生活を脅かす具体的な脅威の増大として受け止

められていることが窺える。さらに，１９９２年９

月の決議は３２項目に拡大された。この年に新た

に追加され，また表現が変更された項目は，次

の１４項目である（注２４）。

�２３イマームやマドラサ教師と同様に，サンス

クリット語やパーリ語の教師が，政府によって

配属されること。

�２４イマームの養成計画やイマームへの給付金

の制度と同様に，他の宗教に関する教育者への

制度的な補助を行うこと。

�２５宗教的マイノリティの国外流出が続いてい

る。その原因は，彼らに対する政治的・社会的

抑圧，不法な土地占拠，脅迫や暴行，宗教施設

への襲撃・放火，レイプなどの暴行に対する脅

威である。それに対する警察の対応は非人間的

で，マイノリティに対する不当な捜査行為さえ

行われている。このような事態を終結させるた
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めの，必要な措置をとること。

�２６独立戦争の英雄，C・R・ドット将軍を顕

彰すること。

�２７政府機関，公的機関，教育施設における，

宗教的マイノリティのための礼拝設備を設置す

ること。

�２８テレビなどのメディアや様々な公的行事に

おいて，すべての宗教に平等に敬意を払い，そ

れぞれの聖典の朗唱を行うこと。

�２９宗教省内での宗教的な偏向を避けるために，

各宗教別のセクションを設けること。ヒンドゥ

ー・仏教徒に設けられた福祉基金を，イスラー

ム財団と同格の財団とすること。

�３０刑務所内の給食での牛肉の強要を中止する

こと。

�３１バングラデシュ内の宗教的寄進地を管理す

る委員会を設置すること。これらの土地からの

収益を，宗教的マイノリティの福祉など公共福

祉のために用いること。

�３２各地の寺院，修道院などの寄進地の資産を

保全し，不法占拠を阻止すること。

�３３宗教省，および宗教教育における予算配分

の目に余る不平等を是正すること。

�３４クリシュノ神生誕祭は政府の公休日に指定

されたが，首相・大統領などの祝辞がなされて

いない。国営テレビなどでの催しの紹介も，行

われていない。

�３５①サンスクリット協会によるサンスクリッ

ト語教育の拡大など１２要求項目を実現すること。

②イスラーム大学を宗教大学に改変し，ヒンド

ゥー，仏教，キリスト教の教育・研究の機会を

設けること。または，イスラーム大学とは別の

大学機関を設置すること。

�３６１９９０年１０月３０，３１日の宗派暴動に対する補

償を行うこと。

これらの要求項目から，１９９０年１０月のインド

でのラーム寺院再建運動に呼応した，国内の報

復暴動に対する懸念が読み取れる。�２５のように，

ヒンドゥーの国外への流出が明確に言明される

のはこの年からである。また，宗教的マイノリ

ティとしての国家への権利の主張が明確になっ

ている点は重要である。すなわち，イマームな

どへの優遇に対応する，他宗教への同等の処遇

を求める要求である。具体的には，イスラーム

大学の開設に伴うマイノリティ宗教教育への要

求，政府機関におけるモスク設置に対応する他

宗教のための礼拝施設の要求，さらには公的メ

ディアでの各宗教への対等な扱いなどが要求さ

れている。また，この時から宗教予算の不平等

な扱いへの批判も出されている。これは，宗教

省の予算配分への要求と，ヒンドゥー福祉基金

の財団への昇格の要求に顕著に見られる。すな

わち，すべての宗教を管轄するはずの宗教省の

機構は，実際にはヒンドゥーなどの宗教的マイ

ノリティを疎外するものとなっている。同時に，

国の開発財源が割当てられるイスラーム財団に

対して，ヒンドゥー福祉基金は，年度予算の配

分を受けない基金（trust）に留まっている。こ

れは，タックス・ペイヤーとしての正当な権利

にもとるものであり，ひいては憲法の下での

平等の原則にも反するという主張になってい

る（注２５）。

次いで，１９９４年の決議では，３２の項目数は変

わらないが，以下のような一部の内容に変化が

見られた。

�３７１９９２年１２月と１９９３年８月の宗派暴動への補

償を行うこと。

�３８憲法の国教規定を撤廃し，イスラームの祈
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りの言葉を削除し，憲法にセキュラリズムの原

則を取り戻すこと。

�３９雇用の上での，宗教的な差別を廃止するこ

と。

ここでは１９９２年１２月のインドでのバブリ・モ

スク襲撃事件を契機とする，国内でのヒンドゥ

ーに対する報復暴動への対処が明言されている。

また，この年には雇用の上での不公平の存在が

指摘されたことも注目される。この雇用機会へ

の要求は，翌年の１９９５年には，次のような踏み

込んだ内容になっている。

�４０雇用の上での，あらゆる宗教的な差別を廃

止するために，人口比率に応じた配分を行い，

不平等を是正すること。

ここでは，人口比率に応じたマイノリティへ

の雇用の配分が求められているが，実施規定に

ついての具体的な言及はない。しかし１９９７年に

は，�１４の教育の不平等の条項に追加して，初

等・中等教育における宗教的マイノリティのた

めの教師枠の設置要求として，その一部が具体

的に盛り込まれるようになっている（注２６）。

以上のように，１９８７年に２０を数えた要求項目

は，９２年には３２項目を数え内容にも変化が見ら

れる。最新の要求項目は１９９７年の決議である

が，２００１年１０月１日の総選挙直後に発行された

�オンジョリ�誌には，この項目自体が掲載さ

れず，代わりに総選挙後のヒンドゥーに対する

暴行事件を報じる多数の新聞記事が掲載され

た（注２７）。ここでは，以上の要求項目の通時的な

変化から，次の３点を指摘したい。

第１は，要求が一定の成果を上げた点である。

具体的には，クリシュノ神生誕祭を政府の公休

日にすること，ショロッショティ女神祭祀を公

教育の休日とすること，ヒンドゥー福祉基金を

通した火葬場や聖地シタクンドゥの整備などで

ある。また，その実効性についてはなお疑問が

残されるが，２００１年４月に�敵性資産法�が廃

止されたことは法体系の整合性の観点で評価で

きる。同時に，それ以外の要求項目の存在は，

マイノリティ団体による長年の働きかけにもか

かわらず，未解決の課題が数多く残されている

ことを示している。

第２は，宗派暴動に関する要求事項の増加で

ある。特にインドの宗教的ナショナリズム運動

が高揚する１９９０年以降は，宗派暴動への脅威が

強調されるようになる。具体的には，ヒンドゥ

ーの国外流出の原因として，マイノリティに対

する抑圧や差別，暴行などへの脅威が指摘され，

その背景として警察機構や司法制度への不信が

指摘される。このように，インドにおける宗教

的ナショナリズムの高揚は，バングラデシュの

各地で連鎖暴動を引き起こしている点で，国民

国家の枠組みを越えた南アジア地域の宗教運動

に広範な影響を与えているのである。

第３は，憲法の下での平等の理念に基づく要

求の高まりである。これは特に，雇用や予算配

分，教育制度などにおける宗教的偏重の改善と

して強調されている。教育の問題では，�１４，�１５

は当初から掲げられているが，新たに提示され

た�２３，�２４，�３５などは，ムスリムと同等の教育，

および雇用機会への要求となっている。また，

ムスリムのメッカ巡礼に対応するベナレス巡礼

者への補助や，政府機関におけるモスクと並ぶ

他宗教の礼拝施設の建設への要求として具体的

に提示されている。
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ま と め

以上の資料から指摘できることを，２点にま

とめて整理する。第１は，ヒンドゥー人口の国

外流出の背景。第２は，南アジアの宗教的ナシ

ョナリズムへの位置づけである。

１．ヒンドゥーの人口流出の背景

本稿で提示されたマイノリティ団体の動向に

は，バングラデシュにおけるマジョリティ社会

との興味深い構造的な同質性が指摘できる。例

えば，公教育へのサンスクリット教師の配属は，

ただちにヒンドゥー，特にバラモン・カースト

への雇用に直結する。その要求は，ヒンドゥー

福祉基金の財団への昇格によって期待される権

益と同様の背景を持っている。ここに見られる

のは，ヒンドゥーであることを通した新たな権

益の拡大の試みであり，社会的資源の配分を巡

る要求への高まりである。その意味では，統一

協議会のようなマイノリティ団体による政権と

の距離の取り方は，イスラームの名目で権益を

拡大しようとする�宗教稼業�団体とそれを

�政治的に利用�しようとする政権との関係に

類似した構造にある（注２８）。あるいは，このよう

な権力による宗教へのスタンスが宗教的マジョ

リティによって準備されているので，宗教的マ

イノリティもまたそれに従って生き残りを図ら

ざるを得ないと言える。

ヒンドゥー団体の活性化には，イスラーム団

体が中東などの国際関係に規定されるのとは異

なり，今のところインドの宗教的ナショナリズ

ム勢力との関係は見られない。単純に見れば，

バングラデシュのマイノリティの抱える脅威が

インドのマイノリティに対応しないことは，イ

ンドのムスリムがついぞ国外に流出する事態と

ならないことからも明らかである。その点で，

国内でのヒンドゥー文化への関心の高まりは，

バングラデシュにおける宗教的ナショナリズム

の高まりを背景とした，マイノリティ側の対応

として理解すべきである。

ここで問題となるのは，マイノリティ団体の

様々な運動にもかかわらず，マイノリティ社会

においては，恒常的な人口流出の事態として，

実質的には国民統合への失望が表明され続けて

いることである。このことは，マジョリティ社

会においても，雇用体系における宗教的不均衡

やマイノリティに対する社会不安の拡大に対し

て，実効性のある措置が取られないことによっ

て，対応関係にあると言える。このような現状

に対してマイノリティ国民は，今のところ既存

の体制に従って多数派の論理に組するか，ある

いは声を挙げるべき所で口を閉ざし，国外流出

という形で国民統合を裏切る対応を続けている。

マイノリティ団体の政治的力量は，このような

マイノリティ国民の権益を政治的に代表できる

組織的基盤や政治的戦術を構成するに至ってい

ない。このような事情が変化しない限り，同じ

村に住んでいるヒンドゥー家族が，ある日，村

の誰にも告げずに姿を消すといった事態は，こ

れからも続くことが予想されるのである。

以上のことは，このようなマジョリティ・マ

イノリティ関係が，単なるヒンドゥー・ムスリ

ムの宗教対立に還元されるのではなく，都市と

農村の格差や農村社会の階層分化，教育格差や

ジェンダー差別などの，バングラデシュ社会の

様々な領域に見られる構造的な問題に根ざして

いることを示している。実際，総選挙後の騒乱

の後でしばしば知識人が語るのは，この国から
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ヒンドゥーが失われたら，今度はムスリム社会

の中に同じ構図が持ち込まれて，ムスリム同士

の対立が繰り返されるだけだということである。

イスラームの�原理主義�的団体から繰り返し

迫害を受けるアフマディア教団のように，その

兆候はすでに現われていると言えるだろう（注２９）。

２．南アジアにおける宗教的ナショナリズム

イスラームを国教とし，様々な領域で宗教的

ナショナリズムが強調されているバングラデシ

ュにおいては，その傾向と対立するような，か

つての�非宗教的�な宗教政策に逆戻りするこ

とは考えられない。同時に，国内に留まる宗教

的マイノリティは，その社会のメインストリー

ムとの調和を保ちながら，かつ自らの独自性を

主張して生き残りを図るという，政治的にも文

化的にも困難な状況にさらされている。マイノ

リティ団体の宗教政策への様々な要求は，この

ような意味でイスラームに偏重した宗教政策へ

の批判ではなく，それを前提とした上での，宗

教的マイノリティによる権利の主張に向かって

いる点で注目される。タックス・ペイヤーとし

ての相応しい扱いへの要求や，行政機構として

はイスラームと同等の財団への昇格の要求は，

このことを端的に示している。ここでは，必ず

しも多数派のムスリムと対等の扱いを要求する

のではなく，マジョリティ宗教の政策上の優位

を承認しつつ，ヒンドゥーに対する不平等な扱

いへの不満を表明するものとなっている。この

ことは，単に宗教的に中立な政策というよりも，

相対的な優劣にかかわらず宗教への均等な政策

対応を求めてゆくという意味で，アマルティ

ヤ・セーンの用語を用いれば�対称性�（シン

メトリー）への希求に向かっていると言えるだ

ろう［Sen１９９８］（注３０）。このことは，第２の論

点である，南アジアの宗教的ナショナリズムの

動向に関連する。

初めに提示した表１を，もう一度眺めてみた

い。１９０１～１１年度の統計を見ると，ヒンドゥー

の人口比率の減少傾向は，そもそもイギリス植

民地時代のベンガル分割令（１９０５年）の頃には

開始されている。このことは，バングラデシュ

のマイノリティ問題が，第一義的には国民国家

の枠組みにあるとしても，同時にそれを超えた

南アジアの固有の歴史的・文化的背景を持つこ

とを示している。バングラデシュにおいては，

セキュラリズムの規定は，１９７２年憲法において

国家理念となった。インド憲法において，セキ

ュラリズムの条項が加えられるのは１９７６年であ

る。ところで，エルシャド政権（１９８２～９１年）の

一連の宗教政策は，独立以来の理念であるナシ

ョナリズムを否定するものではなく，それにイ

スラームという新たな特徴を加える政策である

と説明された［Kabir１９９５，２０６；Osmany１９９２，

１０９―１５５；佐藤１９９０，１１３―１１６］。このことは，１９８８

年のイスラーム国教化においても，�他の宗教

も平和と調和のもとに実践される�という憲法

の規定によって担保されている。

ヒンドゥー団体による宗教的権利への主張は，

このような文脈における政府の宗教政策におけ

る�対称性�の欠如を批判するものとなってい

た。あるヒンドゥー団体の機関紙には，次のよ

うな論調が見られる。�真のセキュラリズムと

は，非宗教主義（dharma-hinata）ではなく，宗

教的に偏りのない政策（dharmer niropekkota）を

実践することだ�（注３１）。興味深いことに，この

ような論調は，これまでセキュラリズムを，イ

スラームの理念と相反するものとして退けてき

た，イスラーム協会の最近の論調とも対応する
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のである。バングラデシュのイスラーム協会を

代表するイデオローグである，ゴラム・アジョ

ムは次のように述べている。�セキュラリズム

の定義は人によって異なり，すべてが同じでは

ない。この理念が，もし宗教に関していかなる

偏りも持ち込まず，すべての宗教に対してこれ

を実践する同等の機会を与える理念として定義

されるのであれば，イスラーム協会はこれを支

持するものである�［Azam２００２，１４］。そして，

イスラームを国家理念とすることは，それを構

成する成員が宗教的にヒンドゥーであることと

は，矛盾しないと述べるのである（注３２）。

すなわち，１９７２年にさかのぼるバングラデシ

ュの宗教政策は，憲法改正に見られるように

�セキュラリズム�からの後退の歴史として理

解されるが，そのことが必ずしも直ちに�イ

スラーム化�を意味するものではないのであ

る（注３３）。宗教を政治目的に利用しないという理

念を否定することは，それ自体は特定の宗教へ

の差別政策を意味するものではなく，個々の宗

教の平和的な共存を担保とすることで，むしろ

宗教間の調和的な実践への道をも開くのである。

問題となるのは，�他の宗教との調和的な実

践�の基準が，ここでは一元的に多数派のムス

リムに与えられているという点であろう（注３４）。

このことは，隣国インドにおける宗教的ナショ

ナリズム運動に照らしてみると，興味深い問題

が指摘できる。

すなわち，インドの宗教的マイノリティであ

るムスリムが，近代の�ヒンドゥトゥヴァ�に

しろ前近代の�ダルマ�にしろ，究極的には多

数派のヒンドゥーが依拠する理念のもとでの共

存を迫られるなら，それは直ちにバングラデシ

ュにおけるマイノリティ・ヒンドゥーが直面す

る問題に対置されるのである（注３５）。インドのム

スリムが，例えば宗教を前提としない左翼運動

や地域社会での活動を通して社会のメインスト

リームとの連帯を試み，あるいは国際関係や国

内のコミュナル暴動を背景としてヒンドゥーと

は本質的に異なる集団としての政治的・社会的

な対抗関係を構築しようとするように，同様に

バングラデシュにおける宗教的マイノリティは，

そのナショナリズムに与件されたイスラームの

理念のもとで，非政府組織での活動や人口流出

という選択肢を通してその理念への失望を表明

し，あるいはその異質性を前提とした独自の活

動領域の拡大を模索するのである。

このような意味で，本稿で提示された資料は，

ヒンドゥー社会に対置されるイスラーム社会と

して，さらに対極に置かれたマジョリティ・マ

イノリティ関係として，南アジアの宗教的ナシ

ョナリズム運動の将来の動向を占う，貴重な反

面像となっているのである。

（注１） Population Census 2001. National Report（Pro-

visional）, 2003, pp.65―69, Bangladesh Bureau of Statis-

ticsによる。

（注２） 南アジアにおける�マジョリティ・マイノ

リティ�の二項対立は，相対的な概念である。例えば，

ヒンドゥー社会には，�不可触民�というマイノリテ

ィが存在し，多くが中間層に属する上位カーストに対

して，しばしば異なる政治・社会的志向を持つ。また，

南アジアの歴史的な構図の中では，ムスリムは�マイ

ノリティ�でもある。また，バングラデシュ国内には，

仏教徒，キリスト教徒，その他のエスニック・マイノ

リティなどの多様な集団が存在する。これらの集団か

ら見れば，数の上ではヒンドゥーは�マジョリティ�

でもある。本稿では，イスラームを国教とするバング

ラデシュの宗教的マイノリティの動向を，歴史的な対

立軸であるムスリム・ヒンドゥー関係を中心に考察す
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る。このようなムスリム・ヒンドゥー関係を，本稿で

は国内の主要なマジョリティ・マイノリティ関係と捉

えているが，ムスリム社会との関係においては，これ

は他の宗教的マイノリティ集団にも共有される点が多

い。特に，仏教徒とキリスト教徒は，一括して�宗教

的マイノリティ�と言及され，統一協議会（後述）な

どのマイノリティ団体の活動を通して，ヒンドゥー社

会と足並みを揃えている。ただし，相対的に数の少な

いこれらの集団は，ヒンドゥーに比べて地域社会での

政治的対抗関係の契機が少なく，また国際関係におけ

る独自のスタンスを持っている。また，チッタゴン丘

陵地帯などのエスニック・マイノリティは，地理的・

歴史的にも孤立性の高い特殊な条件にあるため，本稿

の課題とは区別している。

（注３） 分離独立の歴史過程［例えばChatterji

１９９５；Das１９９１］や，難民のインドでの定着過程の

問題［例えば Nakatani２０００；Samaddar１９９９］につ

いては研究が多い。しかし，分離独立後５０年を経過し

た今日も続く人口流出という事態は，従来の視点では

捉えきれない問題と言える。この点については，注�４

も参照のこと。

（注４） BHBCUC（１９９３，７）より。このような，

公的雇用に関する統計は公表されていない。統一協議

会の資料も，時の政権の懐柔策に対応した限定的な資

料の公表が行われる傾向がある。また，マスメディア

などが公表する資料は，しばしば政府の宗教事象に関

わる検閲制度によって出版禁止の対象とされ，マスメ

ディアの自主規制によって表に現われない資料も多い。

これらのことは，現状分析の上での資料的な制約を与

え，この問題に関する内外の研究を制限するものとな

っている［例えば Guhathakurta２００２］。このような

現状の中で本稿は，可能な限り一次資料を収集しそれ

に基づいた議論を試みている。

（注５） これらの機関がマイノリティ比率を公表す

ることはない。これらの資料は，職員名簿などから宗

教的帰属を推計したものである。そのため，一部には

名前が略されているものがあり，姓のみから宗教的帰

属の判断が難しいものもあった。特に，プロテスタン

ト系のキリスト教徒と英領期に支配層であったチャク

マ人などの姓にはヒンドゥーと区別できないものがあ

り，捕捉し切れなかった。

（注６） Gender Quality Action Learning Program.

BRAC本部での聞き取りから。

（注７） プロシカ本部での聞き取りから。なお，NGO

団体の調査では，シャプラニールの筒井哲郎氏にご助

力をいただいた。ここに謝辞を述べる次第である。

（注８） この敵性資産法の起源は，１９４７年の印パ分

離独立時に遡る。この点については，Sen（１９９４）が詳

しい。その他，Barkat et. al.（１９９７），Barkat（２０００）

など。

（注９） Enemy Property Act No. XLV of 1974,お

よび Act No. XLVI of 1974.

（注１０） 例えば，国内の多くのヒンドゥー寺領が土

地接収の標的となっている［Ajad１９９６；外川２０００a

など］。しかし，寺院の神々がインドに�移住�する

ことはあり得ないので，敵性資産法に基づいて寄進地

を�敵性�と判定することはできないのである。

（注１１） イスラーム国教化政策へ向かう一連の動き

については，Kabir（１９９５），Maniruzzaman（１９９４），

Osmany（１９９２），佐藤（１９９０），Sato（１９９３），Sen

（１９９４）などを参照した。このうち，佐藤（１９９０，９２）

は�非宗教主義�（セキュラリズム）をイスラーム化

の過程と区別して分析しているが，多くの論者が�セ

キュラリズム�（世俗主義）とイスラーム化を対立的

に捉えて理解する［例えばOsmany １９９２；Ahmed

１９９４］。この点で興味深いのは，バングラデシュでは，

例えば公式行事において，ひとつの宗教の聖典ではな

く４つの宗教の聖典が読まれることの方が，よりセキ

ュラーであると理解されていることである。このよう

な�セキュラリズム�とイスラーム化の問題について

は，最後に再び取り上げる。

（注１２） しばしばこれは，�沈黙の流民�（silent mi-

gration）と表現される［BHBCUC１９９３，１２７］。この

ような事例報告は数多い。例えば，Ajad（１９９６），Bhau-

mik and Dhar（１９９８），GPP（１９９２），Ray（１９７５）な

ど。また小説ではあるが，タスリマ・ナスリンの�恥�

は，このようなヒンドゥーの置かれた現状に取材して

いる［Nasrin１９９３］。

（注１３） BHBCUC（１９９３，１３３），GPP（１９９２），Ajad

（１９９６）など。また，最近の事例では，Barkat（２０００）
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の紹介が参考になる。

（注１４） マイノリティ当事者以外の組織を挙げれば，

重要なのは国内でのマスメディアの発言力である。こ

れは，総選挙後の騒乱でも事態の悪化に歯止めをかけ

る力になった。また，内外の NGO団体と，援助供与

国を中心とした国際的な世論は，政権をけん制する力

になっている。

（注１５） その構成は，中央委員会として５１人の委員

が置かれている。議長のもとに，１８人の常務委員が置

かれ，出版，国際関係，法務，教育・文化，青年，指

定カーストなどの分科会を担当する。年に１度の全国

大会を主催し，３カ月に１度の中央執行委員会が開か

れる［Gathantantra］。しかし，例えばヒンドゥーに関

しても，その中に政界，法曹界，言論界，経済界，行

政官などのヒンドゥー社会を十全に代表すべき人物が

含まれていないという問題が指摘されている。また，

２００３年には，新たに�ヒンドゥー教徒・仏教徒・キリ

スト教徒統一戦線�（Unity Front）が組織された。こ

れは，既存の統一協議会を分断する政治的意図が背景

にあると指摘されている。

（注１６） 仏教徒福祉基金は，約２０００万タカの基金で

運営されている。また，キリスト教徒福祉基金も提案

されたが，外国援助への依存度の高いキリスト教界は，

その提案を断った経緯がある。

（注１７） 樹木崇拝に由来する�小祠�を含め，何を

ヒンドゥー寺院とするかは議論が分かれる。宗教省が

県長官に行った寺院調査では，５０県の回答から約１万

５０００の寺院が報告された。ここから全土では約２万と

見積もられている。１９９３／９４年度から９６／９７年度まで

の受益総件数が推定８６６５件であり，そのうちの６５％を

単純に寺院と見積もると，補助を受けた寺院はおよそ

５５００件となる。バングラデシュのヒンドゥー寺院を取

り巻く今日の状況については，その一例として拙稿

［外川２０００a］を参照されたい。

（注１８） ちなみに，この年度の宗教省の開発費予算

は２万７６００万タカを計上している。この予算には，イ

スラーム財団の財源が含まれており，祭祀振興会議の

要求項目で検討されるように，そのほとんどがイスラ

ームに関するものとなっている。Manjyuri o Baradder

Dabisamuha（Unnayan）. 1999/2000. pp.273―278.

（注１９）�オンジョリ�（Anjali，２００１年度版）Dhaka:

Mahanagar Sarbajanin Puja Kamiti. なお，�オンジョ

リ�は，毎年のドゥルガ女神祭祀に際して，祭祀振興

会議が刊行する記念誌であるが，振興会議を通して全

国に配布されている。

（注２０） 正式には，�ロムナ・カリ女神寺院，およ

び聖母アノンド・モイ修道院振興会議�。女神寺院に

は，M・K・ガンディーとの親交でも知られる聖母ア

ノンド・モイの修道院が併設されていた。

（注２１） ヒンドゥーの国内比率は年々減少している

ものの，その絶対数はわずかながら増加している。た

だし，２００１年に関しては総選挙直後の騒乱で，実際に

は規模が縮小されたり，中止された祭壇も多い。

（注２２） この横断幕に書かれた振興会議の要求項目

については，次節で詳しく検討する。

（注２３） 以下の資料は，各年度の�オンジョリ�誌

による。注�４でも述べたように，このようなヒンドゥ

ー側の主張は，実際にはマスメディアで取り上げられ

る機会はほとんどなく，一般社会での認知度は極めて

低い。

（注２４） 新たな追加項目と修正・入れ替え項目とが

あるため，すべてを通し番号で整理した。

（注２５） 上層農民や都市の商業階層の多いヒンドゥ

ー社会では，所得税の負担率はムスリム社会を超える

と推計される。人口比で約１割のヒンドゥーが，国家

の歳入である税収では２割以上の貢献をしているとい

う言説を，統一協議会の指導者はしばしば強調する。

また，銀行融資における宗教的差別も，このような

文脈でしばしば指摘される［例えばGuhathakurta

２００２］。

（注２６） インドの留保制度のようなコミュニティの

人口比率に応じた配分制度については，ヒンドゥーの

間でも議論が分かれている。また，宗教別選挙制度の

復活についても，議論が分かれる。統一協議会の主要

な論調は，宗教的マイノリティはあくまでも社会の

�メインストリーム�に伍していくことが優先される

のであり，コミュニティの分離・対立を促進しかねな

いこれらの提案については，慎重になるべきだという

ものである。

（注２７）２００１年１０月の総選挙後の事態については，
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本稿では扱わなかった。ただし，一連の暴動事件にお

いてヒンドゥーは明らかにアワミ連盟党の支持者と見

なされ，政権交代に伴う報復攻撃とマイノリティ問題

とが重なる点で，事態はより深刻な様相を呈した。

以下に関連資料を挙げておく。DSC（２００２），DUK

（２００２），Lutpha and Aktar（２００１）など。

（注２８）�宗教稼業�（dharma-babyasa）については，

佐藤（１９９０，１０７）を参照した。

（注２９） アフマディア教団は，１９世紀末のパンジャ

ーブで生まれたイスラーム系宗教教団である。その独

自の教義は，しばしばイスラームから逸脱したものと

して，イスラーム系団体による非難の対象となってい

る。

（注３０）�対称性�（シンメトリー）とは，国家によ

る宗教への関与が，規制や保護の有無，あるいはその

程度の違いにかかわらず，当事者にとって他の宗教と

の関係で，同等な扱いを受けていると見なされるかど

うかを示す概念である［Sen １９９８］。ここでは，特

定の宗教への国家の関与が，相対的な優劣にかかわら

ず，他の宗教にとって均衡の取れた扱いを受けている

時に，�対称性�が保たれていると言うことができる。

（注３１） Sharadiya smaranika. Dhaka: Shri Shri

Loknath Brahmachari Ashram, 1998. このような論調

は，Bhaumik and Dhar（１９９８，７９―８３）や Roy（２００１，

２８７―３４４），各号の�オンジョリ�誌などにも散見され

る。例えば，次のような記述がある。�史上初のイス

ラーム国家であったメディナにおいて，預言者ムハン

マドご自身が，�宗教に関しては，いかなる無理強い

もしてはならぬ�と明言されることで，セキュラリズ

ムと宗教的マイノリティの権利を，お認めになってい

るのである�［Anjali ２０００，４４］。

（注３２） アジョム氏は次のようにも述べている。

�イスラームは，単なる宗教ではありません。それは，

政治や経済や，社会生活のすべての領域を規定する生

活規範（code of life）そのものなのです。そもそもこ

の国では，ごく少数のムスリム支配者の元で，圧倒的

に多数のヒンドゥー民衆が平和に暮らしていました。

それが，イギリス人による支配が始まるまでの，優に

５５０年以上も続いたこの国の歴史なのです�（２００２年８

月２８日の筆者とのインタヴューにて）。

（注３３）�イスラーム化�の用語は，しばしば論者

によって異なる意味が与えられるので注意が必要であ

る。筆者は少なくとも，�１英領期以前の改宗の過程，

�２英領期以降のイスラーム復興運動，�３民主化過程に

おける宗教の政治利用という３つの異なる局面を区別

する必要があると考える。この点については，拙稿も

参照のこと［外川２０００b］。

（注３４） この点に関して，次のような事例がしばし

ば指摘される。すなわちヒンドゥーは，祭礼でのマイ

クによる讃歌の演奏（キットン）に際して，ムスリム

の祈りの呼び掛け（アザーン）の時間にはそれを妨げ

ないように自粛を求められるが，ムスリムに同様の対

応を求めることはまれである。また近年では，ダッカ

地区の高校統一試験（HST）の設問が争点となった。

英語の論述問題に，宗教的マイノリティには馴染みの

ないムスリムの祭礼についての記述を求める出題がさ

れた際には，その宗教的偏向に対する様々な批判が起

きた［Pratham Alo, June１８，２００３］。これらのことは，

様々なレベルでの宗教事象に関する政策決定過程に，

マイノリティ宗教の声をどのように反映させるのかと

いう課題に帰着するだろう。

（注３５）�ヒンドゥトゥヴァ�については，特に Jaf-

frelot（１９９６）を参照した。また�ダルマ�（宗教的・

社会的規範の体系）は前近代のヒンドゥー的観念であ

るが，これを現代の南アジア社会の文脈に置き換えて

解釈を与えることは，近代の�ヒンドゥトゥヴァ�の

言説が意図する政治的動員と同様の危険にさらされる

ものと言える。この点でも，多様な解釈を許容する

�ヒンドゥーイズム�に対して，唯一の聖典に依拠す

るイスラームの南アジアにおける展開は，興味深い示

唆を与えるものである。例えば，前近代のムスリム社

会は，しばしば南アジアにおいて�ダルマ�の受容を

拒否したのであり，また近代のナショナリズム運動に

おいて�ヒンドゥーイズム�は，その多様な解釈を通

してムスリムをも包摂できると主張したのである［例

えば Jaffrelot１９９６，４，２９］。マイノリティからの視

点は，このような意味で，南アジアの宗教的ナショナ

リズム運動に重要な示唆を与えるものである。しかし，

本稿ではこれ以上この問題を論じる余裕はないため，

これらの点を含めた南アジアの宗教と政治に関する考
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察については，今後の課題としたい。
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